
 

 

 

 

令和4年度指定居宅介護支援事業所集団指導 

令和 5年 3月 17日（金） 

午後 2時 30分～ 
資料２ 

 

 

 

 

説明内容 

 

ケアプラン点検について 

（包括支援センター分を除く） 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南部町 福祉介護課 

 



南部町に提出が必要なケアプランの種類（包括支援センター分を除く） 

このほかにも、必要な書類の提出を求めることがあります。 

 平成 30年 10月

施行 

令和 3年 10月施行  

届出書 添付資料 2-2 添付資料 2-3 

ケアプランの種

類 

A ヘルパー B ヘルパー C 有料 D 短期 

訪問介護(生活援

助中心型)の回数

が多いケアプラン 

居宅介護支援事業

所単位のケアプラン

検証 

高齢者向け住まい

等の対策のケアプラ

ン点検 

短期入所利用日数

が認定有効期間の

半数を超えるケアプ

ラン 

法令上の根拠 ・指定居宅介護支

援等の事業の人員

及び運営に関する

基準 

第 13 条第 18 号

の 2 

・指定居宅介護支

援等の事業の人員

及び運営に関する

基準 

第 13 条第 18 号

の 3 

・自治体に対する指

導徹底の通知(介

護保険適正化事業

の一環) 

・指定居宅介護支

援等の事業の人員

及び運営に関する

基準 

第 13条第21号 

提出の時期と

要件 

・基準を超える回数

の訪問介護(生活

援助)を位置付けた

ケアプランを作成した

とき 

・町から提出依頼

があったとき 

①区分支給限度基

準額の利用割合 7

割以上 

②訪問介護が利用

サービスの 6割以上 

・有料老人ホーム

等に入居するとき 

①区分支給限度基

準額の利用割合が

高い(7 割以上) 

②利用サービス種

類とその利用割合

が高い(6 割以上) 

①30日を超えて帰

宅予定なし 

②介護施設の入所

待ち 

プランの選定 上記、要件に該当

したケアプラン 

1.居宅介護支援事

業所の利用者全体

で①・②に該当 

2.介護度別に 1 件

ずつ以上を保険者

が指定、提出を求

める 

利用するサービスは

訪問介護に特定せ

ず①・②に該当 

※継続して利用割

合が要件に満たな

いときは提出不要 

上記、①②の要件

のどちらかに該当し

たケアプラン 

提出する書類 ・届出書（資料 2-2） 

・事例確認表 

・居宅様式［第 1表から第 3表］ 

・サービス担当者会議の要点［第 4表］ 

・利用票［第 6表、第 7表］ 

・アセスメント、課題整理総括表 

・訪問介護計画書 

左に加えて、 

・届出書(資料 2-

3) 

・施設入所申込書

の写し 

・短期入所生活介

護計画の写し 


